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オンライン授業に係る出席停止の取扱いについて 

 
１０月２２日付けで、文部科学省より指導要録における「出席停止・忌引等の日数」

の欄の取扱いについて、各設置者等の判断により「出席停止・忌引等の日数」を記入す

る欄の名称を変更することが可能となりました。 

つきましては、緊急事態宣言中にオンライン授業に参加した児童生徒の出欠席の本市

における取扱いについてお知らせいたします。 

 

 

 

１ 指導要録上の出欠席の取扱いについて 

・「出席停止・忌引等の日数」としての取扱いは変更しない。 

 

 

２ 指導要録上の記載について 

・「出席停止・忌引等の日数」の欄の（  ）内に「オンライン特例授業出席日数」

として記載する。 
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